
幸区役所危機管理担当交通安全対策員に関する要綱等を廃止する要綱 

次に掲げる要綱は、廃止する。 

（１）幸区役所危機管理担当交通安全対策員設置要綱（29川幸危第152号） 

（２）川崎市幸区役所埋火葬許可業務等非常勤嘱託員設置要綱（29川幸総第211号） 

（３）幸区役所自動車運転業務非常勤嘱託員取扱要綱（27川幸総第1203号） 

（４）幸区役所市民相談員非常勤嘱託員設置要綱（23川幸地第309号） 

（５）幸区役所生涯学習支援課施設管理事務等非常勤嘱託員設置要綱（29川幸生学第435号） 

（６）幸区役所生涯学習支援課社会教育指導員非常勤嘱託員設置要綱（29川幸生学第435号） 

（７）幸区役所区民課証明交付業務等非常勤嘱託員設置要綱（29川幸区第358号） 

（８）幸区役所区民課戸籍入力事務非常勤嘱託員設置要綱（29川幸区第359号） 

（９）幸区役所国民年金業務非常勤嘱託員取扱要綱（30川幸険第2338号） 

（１０）幸区役所日吉出張所証明交付業務等非常勤嘱託員設置要綱（30川幸日第618号） 

（１１）幸区役所保育所利用者支援業務非常勤嘱託員設置要綱（31川幸児第72号） 

（１２）幸福祉事務所医療・介護扶助非常勤嘱託員設置要綱要綱（28川幸保護第343号） 

（１３）幸福祉事務所被保護者自立生活支援相談員設置要綱要綱（28川幸保護第343号） 

（１４）幸福祉事務所生活保護年金専門員設置要綱要綱（29川幸保護第26号） 

（１５）幸福祉事務所生活保護調査事務嘱託員設置要綱(28川幸保護第343号) 

（１６）幸福祉事務所面接相談非常勤嘱託員設置要綱（28川幸保護第343号） 

（１７）幸区役所自転車対策担当非常勤嘱託員設置要綱（29川幸管第2371号） 

  附 則

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 


